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研究成果の概要（和文）：自転車通行空間に設置されている路面表示と任意標識に着目し、これらが抱える課題
を明確化し、利用者にとってわかりやすく地域景観の構成要素となる自転車通行空間にするためには、地域独自
のガイドライン整備の必要性と地域独自のガイドライン整備時に必要となる基本デザイン方針を明らかにした。
Web調査、ガイドライン調査、フィールド調査から、自転車通行空間における路面表示と任意標識の課題を設置
や表現方法、各地域での取組などの視点から総合的に明確化した。そして、地域独自のガイドライン整備の必要
性と有用なガイドライン整備を行うために、ガイドライン上に具体的に明記すべき７つの事項をまとめた。

研究成果の概要（英文）：We identified issues related to pavement markings and optional signs along 
bicycle paths and identified points to keep in mind for resolving these issues.　From a Web survey, 
guideline surveys, and field surveys, we comprehensively clarified issues related to pavement 
markings and optional signs along bicycle paths from the viewpoint of their installation and 
representation method, and various local initiatives. We then determined that it is necessary to 
create guidelines specific to each locality and identified seven requirements for creating useful 
guidelines.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
エコや健康増進の観点から自転車人口は

増加傾向にあり、これにともない自転車事故
の増加や自転車が歩道を無秩序に通行して
いる交通実態が問題視されるようになった。
本来であれば自転車は軽車両であることか
ら道路交通法上、自動車等の車両と同様の規
制をされるものであるが、従来、多くの歩道
で普通自転車歩道通行可の交通規制が行わ
れてきたことから、多くの人々が自転車は歩
行者と同様の扱いをされるものとの誤認識
を持っている傾向がある。このような自転車
交通の社会状況変化をふまえ、平成 19 年 7
月より自転車に関する交通秩序の整序化を
図ることを目的に、自転車通行環境の整備や
自転車利用のルール周知と安全教育の推進、
自転車に対する指導取締りの強化等の措置
を講ずることが警察庁より発信されており、
これに従い国や地方公共団体等の各関係機
関が具体的な対策を講じ検討・実施を行って
いる。 
しかしながら、徐々に整備されている自転

車道や自転車専用通行帯（自転車レーン）を
概観すると、急務に各担当者レベルで進めら
れていることが推定され、利用者にとってわ
かりやすく利用しやすい環境整備が行われ
ているとは言い難い状況がみられる。具体的
には、自転車通行帯に塗布される色が○○市
は緑色であるのに対し、隣接する△△市は青
色というように管理者の変更に伴い整備状
況が異なるケースや同一市内でも場所によ
って自転車通行帯に塗布される色が異なる
ケース、自転車通行帯と通学路帯が同じ色で
塗布されているケース等を挙げることがで
きる。これは環境整備が体系的に行われてい
ないところに課題があるといえ、結果的に利
用者の立場にたった環境整備が行えていな
いということができる。 
 
２．研究の目的 
本研究では、利用者への情報伝達手段とい

える自転車通行帯の表現方法に着目し、自転
車通行環境の整備（ハード整備）における表
現方法の基本デザインルールを提案すると
ともに自転車利用ルールの周知（ソフト整
備）の取組みに関しても一体的に取り扱い、
利用者にとって利用しやすくわかりやすい
自転車通行環境とその情報伝達とはどうあ
るべきかについて調査・分析・検討を行い、
具体的なデザインを行ううえでの基本指針
の提案をすることを目的とする。 
 
３．研究の方法 
平成 20 年 1 月に国土交通省と警察庁が共

同で全国 98 箇所を「自転車通行環境整備モ
デル地区」に指定し、自転車通行環境の整備
状況の把握を行っている。このモデル地区 98
箇所を対象に、Web や各関係機関が発行する
資料にもとづいて、自転車通行空間における
路面表示や任意標識の設置状況を主に物理

的側面から分析し、課題を整理する。調査対
象地区を物理的特性（分離の方法、色・記号
の用いられ方、交差点といった他要素との兼
合い等）と、人の利用特性（利用状況、利用
者の行為・行動、他の要因による利用変化等）
の両面から分析する。 
次に、平成 24 年 11 月に国土交通省および

警察庁から発行された「安全で快適な自転車
利用環境創出ガイドライン」および自転車整
備先進地区といえる金沢市が平成 27 年に発
行した「金沢自転車通行空間整備ガイドライ
ン改訂版」の二つのガイドラインを対象に、
路面表示や任意標識のガイドライン上の規
定について調査・分析を行う。そして、自転
車整備先進地区である金沢市と地域間連携
等の状況確認のため広域エリア調査として
東京都内およびその近郊の横浜市、茅ケ崎市
の関東圏エリアを対象に、路面表示や任意標
識の設置状況や人々の通行状況を確認する
ためフィールド調査を行う。 
以上の各調査結果を詳細に分析すること

で、自転車通行空間の現状を把握するととも
に、路面表示や任意標識が抱える現状の課題
について整理を行う。明確になった各課題の
関係性やガイドライン整備の取組み状況な
どを総合的に考察することで、利用者にとっ
て利用しやすくわかりやすく自転車通行空
間における路面表示の表現方法の在り方を
導出し、周辺景観への配慮と自転車利用ルー
ル周知もふまえた自転車通行空間のガイド
ライン整備を行ううえで留意すべき基本デ
ザイン指針をまとめる。 
 
４．研究成果 
（1）自転車通行空間における色彩を用いた
情報提供の表現方法 
日常生活における街路利用者の状況を考

えると、街路通行時は部分的な一カ所のみを
見て通行することは少なく、風景として全体
を視認しながら通行する。したがって、道路
利用時に道路が着色されていれば他とは異
なる状態であることを認識し、それが何かし
らの情報を持つことを理解できるといえる。
その情報が自転車走行位置を示しているか、
注意喚起箇所を示しているかは、あくまでも
整備箇所と周囲との関係において、街路利用
者が判断する。したがって、整備箇所と周囲
の状況から利用者が判断できるか否かを考
慮にいれた整備を行う必要がある。一方で複
雑な街路環境下においては、提供情報も複雑
化し、様々な表現方法を用いて情報を提供す
ることになるため利用者にとっては、周囲と
の関係から判断することが難しい状況が起
こりうる。同一地域や同市内で整備状況に応
じてカラー舗装の色彩の使い分けを行って
いる事例がいくつもある。具体的には、Ａエ
リアは、自転車歩行者道であるために緑色に
着色された自転車通行空間を整備しており、
隣接するＢエリアでは、自転車専用通行帯で
あるために青色に着色された自転車通行空



間を整備している。整備上の区分が異なるこ
とにより異なる色彩を利用しているといえ
る、両自転車通行空間を同時に視認すること
ができれば、通行者は色彩の差異を認識でき
るため、何か異なる情報の提供が発信されて
いるのではないかと気がつく可能性は高く
なる。しかしながら、同時に視認できない状
況下においては、通行者が色彩の差異に気が
つくことは難しい。 
カラー舗装は自転車通行空間のみでなく、

街路には多く用いられている手法である。自
動車に対し、路線が錯綜するような場合には、
色彩の違いにより行先を指示する場合があ
る。これは複数の色彩を同時に視認すること
ができるため、色彩の差異によって提供して
いる情報が異なることを利用者も理解しや
すく、有効な手段になっていると言える。つ
まり、色彩の差異を用いて提供している情報
が異なることを示したい場合には、色彩の差
異を同時に視認できることが必須条件であ
るといえる。同時に色彩の差異が視認できな
い状況下で、色彩の変化という手段を用いて
提供している情報が異なっていることを伝
達することは、有効な方法とはいえない。 
また、パターン化カラー舗装は、パターン

化した形状を用いることとその形状を着色
することの２段階の表現を行っている。着色
のみであれば、単純であるため利用者は周囲
の状況からカラー舗装が意味する情報を理
解できる。しかし、パターン形状を着色して
いる場合には、着色されていることに加え、
パターン形状にも何かしらの意味があるこ
とが示唆されるため、利用者は周囲の状況と
パターン形状で着色されていることについ
ての判断を求められることになり、混乱を生
じる可能性があると考えられる。 
複雑化した情報は利用者には伝わりにく

いと言えるため、誰にでも直感的にわかるよ
う情報提供を行う必要がある。直感的な理解
を得るためには、情報の単純化を行うと同時
に、それを表現するための手法のシンプル化
も必要となる。色彩を用いた情報提供におい
ては、着色により周囲とは異なる状態にする
ことができる場合に情報提供が行え、色彩の
差異で提供情報の違いを伝える場合は、同時
に色彩の差異を視認できる場合に限ること
が必要である。また、複数の着色方法を用い
て提供している情報の違いを提示したい場
合には、表現方法が複雑にならないよう、一
つの着色方法につき提供する情報は一つと
し、複合的な意味合いを持たせないよう表現
方法のルール化を行う必要がある。 
（2）地域独自のガイドライン整備の必要性 
 自転車通行空間整備においては、平成 24
年度に国土交通省と警察庁から発行された
「安全で快適な自転車利用環境創出ガイド
ライン」をもとに、整備実施主体者である市
区町村による整備の詳細なルールが示され
た地域独自のガイドラインを策定すること
が必要であるといえる。「安全で快適な自転

車利用環境創出ガイドライン」は、整備実施
主体者である市区町村向けに、各地域景観に
配慮した整備を行うことを推奨するために
整備されたガイドラインである。したがって、
本ガイドラインをもとに自転車通行空間の
整備を実施した場合には、整備担当者が判断
しなければいけない事項が多く、担当者が個
人的に判断する際に非常に困惑することが
考えられる。また、整備担当者レベルで判断
しなければいけない事項が多く残された状
態では、整備に時間を要することや整備担当
者によって整備状況が異なってしまうこと
が想定される。場合によっては、ガイドライ
ンの事例をそのまま整備することが推測さ
れ、地域性に配慮しない整備が行われる可能
性が高くなることが示唆される。 
地域景観を構成する要素のひとつである

自転車通行空間を創出するためには、「安全
で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」
をもとにした地域独自のガイドライン創出
が必須事項だと結論づける。また、長期間に
わたり良好で一貫性のある自転車通行空間
整備のためには、ガイドライン整備に加え、
管理区間を超えた関係機関の連携強化も必
要である。 
（3）ガイドライン整備においての基本デザ
イン指針について（図） 
 整備実施主体による地域独自のガイドラ
イン整備の際には、路面表示および任意標識
について以下の点について、具体的かつ明瞭
に記載することが有用なガイドライン整備
の基本となる。 
① 着色により自転車通行位置の指示や注

意喚起箇所の指示の情報提供を行う場
合には、整備箇所の周辺環境をよく確認
し、着色されていることが特異な状態だ
と利用者が認識できるようにする。 

② 情報の違いがあることを色彩の違いに
より提示する場合には、利用者が色の違
いを同時に視認できる場合に限る。同時
に視認できない箇所で色彩の違いを用
いて情報の差異は判断しづらい。 

③ 自転車通行空間において複数の着色方
法を用いる場合は、各着色方法が示す情
報を一つにし、整備箇所によって各着色
方法が提示する情報が変化することが
無いように留意する。例えば矢羽根型の
パターン化カラー舗装を注意喚起箇所
に用いる場合には、自転車走行位置を指
示する着色方法は、明確に異なっている
と認識できる舗装方法を用いることと
し、類似のパターン化カラー舗装は行わ
ない。 

④ 色彩については、地域の景観条例等を鑑
み、既存都市構成要素の色彩も配慮にい
れ決定することが望ましい。ガイドライ
ンには、色彩名を示すほか様々な使用状
況をふまえカラーチャート等を用い同
系色の使用範囲もしくは、推奨色数色を
示す。 



⑤ 使用するピクトグラムや矢印や三角形
等の記号は、統一することとし、使用で
きる形状を明示する。 

⑥ 任意標識で使用するピクトグラムや矢
印等の記号や色彩については、路面表示
に用いるものと統一する。 

⑦ 任意標識の表示面の大きさ、設置方法、
表示面上のレイアウトルールを既存の
設置状況を踏まえ数パターン規定する
ことが望ましい。規定した各パターンの
例示を行うことで任意標識相互や路面
表示との表現の統一化を図ることがで
きる。 
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図 課題と 7つの基本デザイン指針の関係 


